
                   

死亡労働災害速報（2021．11） 
           （建災防宮城県支部） 

重さ約 1トンの機械装置を撤去中 

移動式足場が倒壊し、下敷きとなる。 

発生年月 令和３年 11月３日  午後３時 45分頃   

業  種 設備工事業 事業場規模 不明 

事故の型 激突され 起 因 物 荷 

発
生
状
況 

３日午後３時 45分頃、仙台市内の工場建屋の屋上で、重さ約 1tの排ガス処理装置

の一部を、移動足場 2基に鋼製角パイプでかけ渡して設置したチェーンブロックで吊

り下げ、撤去作業を行っていたところ、移動式足場が崩れて、近くにいた作業員(36

歳)が下敷きとなり、死亡した。 

（マスコミ報道より） 

類
似
災
害
防
止
対
策 

〔現在、関係機関で調査中のため、災害特有の一般的安全対策を列挙します。〕 

 

1.  倒壊、墜落、飛来落下等の防止の観点か

ら安全な作業計画を定め、作業指揮者の指

揮下で、作業を行わせること。 

2.  作業計画について、リスクアセスメント

を実施し、危険要因を洗い出したうえ、事

前に十分な安全対策を講じること。 

3.  移動式足場の組立に関しては、必ず構造

計算を行い、積載荷重条件は作業床全体の

荷重（等分布荷重）と局部荷重（集中荷重）

とし、それぞれについて検討をすること。 

4.  移動式足場に重量物、労働者を乗せたま

ま、移動しないこと。また、重量物を 

吊り下げる、重量物を吊ったまま移動させない

こと。 

5.  荷の吊り上げ、移動式足場の移動等の際は、落下・倒壊による危険範囲に、作業

員を立ち入らせないこと。 

6.  移動式足場の設置・取扱いについては、「移動式足場の安全基準に関する技術上

の指針」を遵守すること。 

 

 

 

修正① 2021.11・９ 

図はイメージで、実際の事故状況と
異なる場合あります。 


